
恩納村商工会　電話：966－8258恩納村役場商工観光課　電話：966－1280

　上記支援の他にも、事業拡大や商品開発、設備導入、事業計画、経営改善計画、経営力向上等、中小企業者等のビジネスステージごとへの支援策が多くあります。詳しくは下
記へお問い合わせください。

創業・起業を考えているあなた！準備はOKですか！
次のチェックで、創業・起業に向けての準備状況を確認しよう！ 創業・起業、経営強化、経営革新の支援を行っています！

準備が整ったかどうかをチェック！ ↓

恩納村商工会も村内事業所を応援しています！ 中小企業者・小規模企業者・小企業者
創業・起業等に関する支援
支　援　施　策
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実施者
経営革新支援制度

経営革新計画及び補助金の認定への支援
中小企業経営革新強化支援事業

事業計画全般に関し支援、専門家派遣
新製品等開発成果展開事業

コーディネートや出展の支援を行う
沖縄県融資事業

ベンチャー支援資金、経営振興資金　等
企業連携共同研究開発支援事業
工業技術に関する共同研究

沖縄県融資事業
中小企業セーフティーネット資金、中小企業
再生支援資金、新事業分野進出資金

沖縄県融資事業
短期運転資金、小規模企業対策資金、小口零細
企業資金、沖縄県信用保証協会に対する補助

正社員雇用拡大助成金事業
人材確保に関する助成を実施

沖縄県融資事業
雇用創出促進資金、組織強化育成資金　等

沖縄県中小企業支援センター
人企業支援全般に関する相談窓口

恩納村創業支援事業
中小企業診断士及び税理士による個別相談

創業者等支援診断助言事業
専門家の派遣等を実施
沖縄県融資事業
創業者支援資金　等

ベンチャー企業スタートアップ支援事業
セミナー等の開催

恩納村商工会

沖縄県
中小企業支援課
沖縄県

中小企業支援課
沖縄県

中小企業支援課

工業技術センター

沖縄県
中小企業支援課

沖縄県
中小企業支援課

沖縄県雇用政策課

沖縄県
中小企業支援課
沖縄県

中小企業支援課

恩納村商工会

沖縄県
中小企業支援課
沖縄県

中小企業支援課

沖縄県産業政策課

１　どんな目的で何をやりたいのかがハッキリし
ていますか？

２　その事業に、志と情熱を持っていますか？
３　その事業は、顧客のニーズにマッチしていま
すか？

４　その事業で売る商品に、ニーズがあります
か？

５　その事業のセールスポイントはありますか？
６　競合他社情報・価格帯等を調査したうえで、品
質・価格等に競争力がありますか？

７　受注見込先、仕入見込先等の人脈や信用はあ
りますか？

８　どのような客層をターゲットにしています
か？

９　必要な従業員は確保できますか？
10  経営者としての自信と体力はありますか?
11  その事業についての十分な知識と経験があり
ますか？

12  創業する場所は決めてありますか？
13  その場所は、あなたの事業に適したところで
すか？

14  その場所のコスト（家賃等）は、事業に負担に
ならない程度の金額ですか？

15  創業はタイミングが大事です。いつ創業する
かについて具体的な青写真ができていますか？

16  創業のタイミングは、職場環境、同業他社等の
状況からみて、適切ですか？

17  売上げや仕入れ、利益などの「損益計画」は、何
度も予測シミュレーションしましたか？

18  必要な資金（設備資金・運転資金）がいくらに
なるか試算しましたか？

19  自己資金は準備していますか？
20「事業計画書」としてまとめてみましたか？

　経営革新支援制度とは、新商品の開発、新たなサービスの提供、新分野
への進出など、経営革新（新たな取り組みによる経営の向上）にチャレン
ジする中小企業の計画を県が承認し、支援する制度です。
　経営革新強化支援事業費補助金は、中小企業等経営強化法（平成11年
法律18号）の規定に基づく経営革新計画の承認を受けた中小企業者等
が行う経営革新のための事業に要する経費に対し、県が予算の範囲内に
おいて補助金を交付するものです。

★チェック項目で、まだ準備が整っていない、どうしたら良いのかわからない
項目等がありましたら、お気軽にご相談ください！

その他の経営に関する相談を随時行っています。お気軽にご相談ください。
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出典：中小企業庁「平成 30年度版　夢を実現する創業」

事業計画

経営革新支援制度
～経営革新強化支援事業費補助金～

　小規模事業者が商工会の支援を受けながら取り組む持続的な経営に
向け、経営計画に基づいた地道な販路開拓（売り方の工夫や商品改良等）
や生産性向上の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補
助する制度。
　販促用のパンフレットの作成、折込チラシなどの販促宣伝活動や、店
舗改装等にかかる費用の一部を補助します。
補助率： 補助対象経費の2／3以内
補助上限額： 50万円

小規模事業者持続化補助金

　地域資源活用事業とは、地域の中小企業者が共通して活用することが
でき、当該地域に特徴的なものとして認識されている地域産業資源（農
林水産物、生産技術、観光資源）を活用して、中小企業者が商品の開発・生
産、役務の提供、需要の開拓等の事業を行うことをいいます。 
　中小企業者等が単独又は共同で、地域資源を活用して新商品・新サー
ビスの開発・市場化を行う「地域資源活用事業計画」を作成し、その内容
を国から認定を受けると、法的措置や予算措置、金融措置など各種支援
措置を受けることができます。

「地域産業資源活用事業計画」認定事業

　創業したい方、創業５年以内の方を対象に、中小企業診断士及び税理
士による個別相談、創業計画作成セミナー等の開催、収支計画や資金計
画に関する支援など、様々な支援を行います。

創業支援事業


